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年 月 日 担当： 来談者： (関係 )

氏名：(ふりがな) 男 ・ 女 住所：

生年月日： 年 月 日 (年齢： ) 連絡先：

相談の主訴： 家族構成 (ジェノグラム)： 関わっている支援機関：

相談歴：

ひきこもり歴 (いつから)：

ひきこもりになったきっかけ：

受診・治療の経験： (診断名： )

現
在
の
生
活
状
況

睡 眠 起床 時頃～就寝 時頃 ※昼夜逆転 (有・無)

食 事 回/日 家族と (一緒・別/部屋食)

入 浴 毎日 ２～３日毎 週１回 月２～３回 入浴しない

趣 味 テレビ パソコン ゲーム 音楽 雑誌・本 その他 ( )

外 出 自室から出ない 家から出ない 近所のコンビニ等 趣味の用事のみ

交 流 家族 親類 友人 ネット 無 その他 ( )

身だしなみ 普通 関心がない こだわりがある ( )

生活技能 調理 食器洗い 洗濯 掃除 以前はできたが今はしない できない

問題行動 家庭内暴力 物の破損 暴言 浪費 強迫行為 自傷行為

その他気
になるエ
ピソード・
特記事項
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学業成績・対人関係・不登校・いじめ・その他気になるエピソード等

育
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

幼 少 期

小 学 校

中 学 校

高 校

大学・専門学校
など

就

労

経

験

年 月 ～ 年 月

年 月 ～ 年 月

年 月 ～ 年 月

年 月 ～ 年 月

年 月 ～ 年 月

気になるエピソード・特記事項

本人の希望：

家族の希望：
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病名・障がい名 特 徴 情報収集のポイント 治療・支援

統合失調症 ＜陽性症状＞
妄想や幻聴・幻覚が見られるが､ こ
れに基づく強い不安・恐怖から外出
を控えたり､ 妄想に根差した警戒心
から家庭に閉じこもったりすること
がある｡
＜陰性症状＞
意欲の低下に基づいて外出頻度が低
下したり､ 人との交流を求めなくなっ
たりするため､ 結果としてひきこも
り状態に至る場合がある｡

・幻覚妄想等の異常体験の有無
・感情の変化 (起伏､ 焦燥感等)
・奇異な言動の有無
(会話は成立するか､ 場の状況
に関係なく笑っていたり､ 独り
言を言っているか)
・意欲や集中力の変化
・特徴的な対人関係 (協調性・自
発性・つきあいがどうか)
・閉じこもりの有無 (カーテンを
閉め切る等の部屋の様子)
・身の回りの衛生面の様子 (歯磨
き､ 入浴等)

薬物療法に
加えて､ 支
持的な環境
の中で丁寧
にリハビリ
テーション
を行うこと
が必要｡

うつ病 ひきこもりと親和性の高い障害であ
り､ 主に抑うつ気分､ 意欲の減退､
集中力の低下などが生じ､ 食欲の低
下､ 睡眠障害などが起こる｡ また自
殺念慮が高くなり､ 自殺企図も行う
場合があるので注意が必要｡ 自分自
身に対する感情も否定的になる｡
環境の変化や挫折や意見などのスト
レス状況から発症しがちだが､ 対人
場面で ｢取り返しのつかないことを
してしまった｣ ｢他人に迷惑をかけ
てしまった｣ と苦しむことが多い｡

・以前と比べて表情が暗い､ 元気
がない
・体調不良の訴えが多くなる (身
体の痛みや倦怠感等)
・不眠や過眠､ 食欲不振や過食が
ある
・体重の増減
・仕事や家事の能率の低下､ ミス
の増加
・周囲との交流､ 外出をしなくな
る

抗うつ剤を
中心とした
薬物療法と
支持的な環
境での認知
行動療法な
どの治療が
有効｡

不安障がい 人前で行動するなどの社会活動に対
する回避傾向が強く､ 特に失敗や挫
折を恐れるあまり緊張の強さがあり､
ひきこもりへの向かう可能性が少な
くない｡

・人前を極端に嫌うような言動
・手の震え､ 顔が赤面する
・明確な原因のない動悸､ 発汗､
めまい､ 筋のこわばり等の有無
・苛立たしさ､ 集中力の低下
・パニック発作の有無 (動悸､ 呼
吸困難､ 死ぬのではないかとい
う恐怖感など)

抗うつ薬・
抗不安薬を
用いて不安
発作を予防
するととも
に､ 予期不
安に対して
認知行動療
法などの治
療が有効｡

強迫性障がい ある考えやイメージが何度も頭に浮
かび (強迫観念)､ それを打ち消す
ために何度も同じことを行うといっ
た症状 (強迫行為) が現れる｡ この
ような症状が強くなったときに､ 強
迫症状に縛られて日常生活の習慣的
行動をスムーズにこなせなくなり､
ひきこもり状態となることがある｡
ひきこもりの二次症状として現れる
ことも多く､ 注意が必要｡

・頻回に手洗いがある
・入浴やトイレに時間がかかる
・自分なりのルールを守って行動
しないとパニックを起こす
・ドアノブなどを､ ティッシュを
使ってさわる

薬物療法と
認知行動療
法の併用が
有効｡
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病名・障がい名 特 徴 情報収集のポイント 治療・支援

知的障がい・学
習障がい

知的障がいは､ 知能指数 (ＩＱ) が
70以下であり､ 発達期から全般的に
知能が低下している｡ また､ 学習障
がいは､ 全般的な知的な遅れはない
が､ 特定の分野が苦手であるといっ
た特徴がある｡ 保護的で支持的な環
境や適切な能力に応じた活動の機会
を提供されなかった場合､ 社会的活
動の場を回避して家庭へのひきこも
りを生じる可能性がある｡

・出生時のトラブルの有無
・乳幼児健診､ 就学前検診の状況
・学業成績
・運転免許の取得の有無
・聞く､ 話す､ 読む､ 書く､ 計算､
推論の偏りの有無
(例えば､ アルファベットが書け
ない､ 書字が上達しないなど)

周囲が本人
の特性を理
解すること
や､福祉サー
ビスの利用
により､ 適
切な環境の
提供が有効｡

注意欠陥・多動
性障がい
(ＡＤＨＤ)

不注意､ 多動性､ 衝動性のため社会
生活に不適応が生じているといった
特徴がある｡ 特に思春期に入ると仲
間集団から孤立するといった状況に
陥りやすくなる｡ こうした状況が長
期化すると､ 極端に反抗的になり､
不登校・ひきこもりになる可能性が
高まる｡

・乳幼児期・学童期のエピソード
・忘れ物が多い､ 何度注意しても
改まらない､ じっと座っている
ことが困難､ しゃべりまくる､
待つことが困難､ 思ったことを
すぐ言葉に出すなどの有無

周囲が本人
の特性を理
解すること
や､福祉サー
ビスの利用
により､ 適
切な環境の
提供が有効｡

広汎性発達障が
い

常識が理解できない､ 他者の気持ち
を感じ取ることが苦手､ 会話の苦手
さ､ こだわりの強さ､ 突然の予定変
更に弱い､ などといった特徴がある｡
特に思春期に入ると仲間集団から孤
立したり､ からかいやいじめの対象
になることが多く､ そのことをきっ
かけいにひきこもることがある｡ 社
会への関心の低さ､ ゲームなどへの
没頭の生じやすさは､ ひきこもりに
向かいやすい強力な力となっている｡

・乳幼児健診での指摘の有無
・乳幼児期のエピソード (かんしゃ
くの程度､ ごっこ遊びをするか､
偏食傾向などこだわりの強さ､
極端な怖がりがあるか)
・入学､ 進学時の環境変化時の様
子
・予定外のことへの対応力
・人との距離感､ 間がとれない様
子
・言葉を字面通りに受け取り､ 冗
談が通じないことの有無
・会話で食い違うことが多いかど
うか
・風変わりなものへの極端なこだ
わりの有無
・課題に集中できるか
・運動の苦手さ､ 不器用さの有無
(はさみが苦手､ 球技が苦手な
ど)
・音や光に敏感さがあり､ パニッ
クを起こしたことがあるか

周囲が本人
の特性を理
解すること
や､福祉サー
ビスの利用
により､ 適
切な環境の
提供が有効｡

回避性パーソナ
リティ､ 依存性
パーソナリティ
など

・他者との交流を避けようとする､
自分は人より劣っているといった
自尊感情の低さ｡
・他者への心理的依存が強く､ 何事
も一人できない｡

・精神疾患や発達障がいに含まれ
ず､ 青年期以降に症状が出てい
るか

カウンセリ
ングなどが
有効｡

参考：
｢10代・20代を中心とした ｢ひきこもり｣ をめぐる地域精神保健活動のガイドライン｣ 厚生労働省 (2010)
｢ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン｣ 厚生労働省 (2003)
｢ひきこもりインテークマニュアル｣ 滋賀県立精神保健福祉センター (2011)
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１. 松江市教育委員会生涯学習課青少年支援センター

２. 出雲市子ども・若者支援センター

３. 飯南町子ども若者相談窓口

４. 大田市子ども・若者支援地域協議会 (大田市役所子育て支援課)

５. 浜田市教育委員会 青少年サポートセンター

６. 益田市子ども・若者支援センター

７. しまね東部若者サポートステーション

８. しまね西部若者サポートステーション

９. 島根県東部発達障害者支援センターウィッシュ

10. 島根県西部発達障害者支援センターウィンド

11. 島根県教育センター 教育相談スタッフ

12. 島根県教育センター ｢こころ・発達｣ 教育相談室

13. 島根大学 こころとそだちの相談室

14. 飯南町社会福祉協議会

15. 特定非営利活動法人ＹＣスタジオ

16. 特定非営利活動法人ユースネットしまね

17. 居場所 ｢フリーダス｣

18. 出雲すこやか会

19. ぷらりねっと (出雲市)

20. ほっとスペースゆきみーる ～青少年の居場所～

21. ふるさとしまね定住財団 ジョブカフェしまね (松江､ 浜田)

22. 島根障害者職業センター� ���������������
１. 障がい福祉課 … 障がい福祉サービス

… 障害者就業・生活支援センター事業

… 発達障害者支援センター

２. 地域福祉課 … 生活困窮者自立支援制度

３. 青少年家庭課 … 子ども・若者支援事業

４. 雇用政策課 … サポステ事業

５. 教育指導課 … 生徒指導関連事業
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���������������� ����������������������
団 体 紹 介

非行､ ニート､ ひきこもり､ 不登校､ 障がいなど､ 様々な困難を抱える子ども・若者
や保護者からの相談を受け､ 助言や指導､ 必要に応じて専門機関を紹介したりしなが
ら継続的な支援を行います｡

住 所 松江市白潟本町43番地 松江市市民活動センター６階

Ｔ Ｅ Ｌ 0852－24－7602

Ｆ Ａ Ｘ 0852－20－2852

ｅ －ｍａｉｌ seishounen@city.matsue.lg.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://www1.city.matsue.shimane.jp/kyouiku/seishounen/������
事 業 内 容 電話 (メール) 相談､ 来所相談､ 研修会の開催

対 象 者 困難を抱える子ども若者 (39歳以下) とその保護者など

利 用 者 状 況 電話 (メール) 相談 延べ1,872件､ 来所相談 (生活・学習・就労支援含む)
延べ1,507件 (平成26年度)

スタッフ構成 指導員５名､ 事務局４名､ 県警少年サポートセンター松江分室２名

利 用 料 無料

利 用 手 続 き 不要�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 家族､ 支援者などからの相談に応じています｡

カウンセリング －

訪 問 －

居 場 所 提 供 ○
学び直しのための学習支援の他､ 居場所としての利用も可能です｡ また､ 市民
活動センター内にある音楽スタジオやものづくりスタジオで開催するドラム教
室や木工教室など各種講座への参加もできます｡

共 同 生 活 －

グループ活動 －

作 業 －

電 話 相 談 ○ 相談用フリーダイヤル 0800－200－2700 月～金 9：00～17：00

外 出 付 添 い ○ 就労支援の一環としてハローワーク等への同行を行っています｡

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて専門機関等に紹介することがあります｡

職業体験・職場訪問 ○ 就労支援の一環として有償就労体験事業を実施しています｡

メールでの相談 ○ 相談用メールアドレス m.s.shien@city.matsue.lg.jp

イ ベント開催 －

そ の 他 ○ 自然とのふれあいなどの体験交流活動を実施しています｡
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団 体 紹 介

子どもや若者､ その家族が抱える様々な悩みについて､ 相談や支援を行う総合相談窓
口として平成23年４月１日に開設しました｡ 子どもに関する相談だけでなく､ 30歳代
までの若者や､ その家族からの相談に応じます｡

住 所 出雲市今市町北本町1－7 出雲勤労青少年ホーム１階

Ｔ Ｅ Ｌ 0853－21－4444

Ｆ Ａ Ｘ 0853－21－4481

ｅ －ｍａｉｌ ambitious2@local.city.izumo.shimane.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1123576828316/������
事 業 内 容 電話相談､ 面接相談､ 訪問相談､ 体験活動 (文化､ 学習､ スポーツ､ 就労等)

対 象 者 30歳代までの若者及びその家族

利 用 者 状 況 H26年度新規受付ケース43件

スタッフ構成 相談員６名 (うち１名は心理相談員)

利 用 料 無料 (体験活動については場合によって実費負担あり)

利 用 手 続 き 面接相談は事前に電話予約が必要�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 30歳代までの若者及びその家族からの相談を受け付けています｡

カウンセリング ○ 必要に応じて実施します｡

訪 問 ○ 必要に応じて実施します｡

居 場 所 提 供 －

共 同 生 活 －

グループ活動 ○ 学習・スポーツ等の小規模グループ活動を定期的に実施します｡

作 業 －

電 話 相 談 ○ フリーダイヤル 0120－84－7867 月～金 8：30～17：00

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて医療機関､ 他の相談機関等に紹介することがあります｡

職業体験・職場訪問 ○ 必要に応じて実施します｡

メールでの相談 －

イベント開催 －

そ の 他 －
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団 体 紹 介 家から出にくいと思っている若者を対象に､ 相談を受けたり居場所を作り､ 活動して

います｡ 気軽にのぞいてもらえるとうれしいです｡

住 所 飯石郡飯南町頓原2064

Ｔ Ｅ Ｌ 0854－72－1773

Ｆ Ａ Ｘ 0854－72－1775

ｅ －ｍａｉｌ なし

Ｕ Ｒ Ｌ なし������
事 業 内 容 電話相談､ 来所相談､ 訪問､ 居場所の開設 ｢めだかの学校｣

対 象 者 ひきこもり当事者 (中学生～40才くらいまで)､ 家族､ 支援者

利 用 者 状 況 電話相談：年１～２件｡ めだかの学校 (週２回)：１名が参加｡ 訪問４名 (実人数)､
相談来所９名 (実人数)｡

ス タッフ構成 福祉事務所､ 教育委員会 (SSW､ 事務職員)､ 保健福祉課 (保健師)

利 用 料 無料

利 用 手 続 き 特に決まったものはない�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 家族､ 支援者からの相談｡

カウンセリング ○ 面接相談の結果｡ 必要に応じSSW､ SCによるカウンセリングを実施｡

訪 問 ○ 必要に応じて訪問｡

居 場 所 提 供 ○ 週２回､ 水曜日､ 金曜日｡ 午前中開設｡

共 同 生 活 －

グループ活動 －

作 業 －

電 話 相 談 ○ 専用ダイヤルはなく､ 福祉事務所の番号｡ 月～金 8：30～17：15

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 内容に応じて医療機関､ 学校等へ紹介｡

職業体験・職場訪問 －

メールでの相談 －

イベント開催 －

そ の 他 －
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団 体 紹 介 社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者を支援するため､ 子ども・若者

に関わる26の機関が参画して平成26年６月に設立しました｡

住 所 大田市大田町大田ロ1111

Ｔ Ｅ Ｌ 直通番号：0854－83－8147 (代表番号：0854－82－1600)

Ｆ Ａ Ｘ 0854－82－9730

ｅ －ｍａｉｌ o-kosodate@iwamigin.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.city.ohda.lg.jp/tag/13449/������
事 業 内 容 子ども・若者総合相談窓口 (電話・来所等による相談､ 他機関への紹介など)

対 象 者 困難を抱える子ども・若者 (０才～39才)､ 家族､ 支援者など

利 用 者 状 況 相談件数11件 (H26年度)

スタッフ構成 担当者２名 (相談内容により保健師､ ケースワーカー等と共同対応します)

利 用 料 無料

利 用 手 続 き 面接相談については､ できれば事前連絡ください｡�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 家族､ 支援者などからの相談に応じています｡

カウンセリング －

訪 問 ○ 来所や電話が難しい場合など､ 訪問による相談も行います｡

居 場 所 提 供 －

共 同 生 活 －

グループ活動 －

作 業 －

電 話 相 談 ○ 直通：0854－83－8147 月～金 8：30～17：15 (時間は応相談)

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて他機関や利用できる制度を紹介､ 仲介します｡

職業体験・職場訪問 －

メールでの相談 ○ o-kosodate@iwamigin.jp ただし返信までにお時間をいただくことがあります｡

イベント開催 －

そ の 他 －
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団 体 紹 介

次世代を担う子どもや若者の健全育成､ ひきこもりやニート､ 不登校等の困難を抱え
る子どもや若者の自立支援を総合的に推進するため､ ｢青少年サポートセンター｣ を開
設しています｡

住 所 浜田市京町50番地

Ｔ Ｅ Ｌ 代表電話 0855－25－0985 (相談専用ダイヤル 0120－783－419)

Ｆ Ａ Ｘ 0855－24－1080

ｅ －ｍａｉｌ support@city.hamada.shimane.jp

Ｕ Ｒ Ｌ������
事 業 内 容 養育・教育不安の相談 (青少年サポートはまだ)､ ひきこもりやニートの居場所・自立

支援事業､ 学習支援事業

対 象 者 困難を抱える概ね40歳までの子ども・若者､ 又そのご家族

利 用 者 状 況 相談件数 (延数) 1,514件､ 相談者数154人､ 居場所利用状況 (延数) 1,116人 (H26年度)

スタッフ構成 市職員２名､ 臨時事務員１名､ 相談員５名､ 訪問支援員１名､ 支援員３名

利 用 料 無料

利 用 手 続 き 居場所教室・クラブは１週間前までの参加申し込み�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 家族等からの相談に応じます｡ 月～金

カウンセリング －

訪 問 ○ 相談員､ 訪問支援員が家庭を訪問し支援します｡

居 場 所 提 供 ○ センター２階を居場所として開放｡ 8：30～17：00 月～金

共 同 生 活 －

グループ活動 ○ ミニスポレクや屋外活動を月１回開催｡ 事前の申し込みが必要｡

作 業 －

電 話 相 談 ○ 相談専用ダイヤル 0120－783－419 月～金 8：30～17：15

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて医療機関や他の機関等に紹介することがあります｡

職業体験・職場訪問 ○ 必要な要件を満たした方は､ 市内25か所の協力事業所で体験できます｡

メールでの相談 －

イベント開催 －

そ の 他 －
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団 体 紹 介 40歳未満の子ども・若者 (不登校､ ひきこもり､ 非行等) の自立に向けた学習支援､

就労支援を含む様々な支援を行っています｡ また､ 他の専門機関の紹介も行います｡

住 所 益田市赤城町8－1

Ｔ Ｅ Ｌ 0856－24－1500

Ｆ Ａ Ｘ 0856－23－4934

ｅ －ｍａｉｌ masuda-ko@sunny.ocn.ne.jp

Ｕ Ｒ Ｌ －������
事 業 内 容 来所相談､ 電話相談､ 居場所 その他自立に向けた支援

対 象 者 40歳未満の子ども若者､ 家族､ 支援者 等

利 用 者 状 況 H27.11月末現在 来所者のべ数 (子ども・若者747人､ 家族70人､ 電話相談112件)

ス タッフ構成 所長１名､ 相談員５名､ 指導員１名､ 少年サポ－トセンタ－職員２名

利 用 料 無料

利 用 手 続 き 特になし�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 家族､ 支援者､ 関係機関等の相談

カウンセリング ○ 必要に応じて行います｡

訪 問 ○ 必要に応じて行います｡

居 場 所 提 供 ○ 子ども・若者の居場所として提供します

共 同 生 活 －

グループ活動 －

作 業 －

電 話 相 談 ○ 無料ダイヤル0800－600－4357

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 医療機関､ 相談機関への紹介を行います

職業体験・職場訪問 ○ 地域の事業所等への就労体験､ 就労支援を行います

メールでの相談 －

イベント開催 ○ 料理教室､ 木工､ レク､ 遠足などの活動を年間15～16回行います

そ の 他 ○ 親の会の支援､ 年3回の講師を招聘しての研修会を行います
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団 体 紹 介 厚生労働省､ 島根県からの委託を受けて､ 働くことに不安や悩みを抱える若者の就労

を支援しています｡

住 所 〒690-0003 松江市朝日町498番地 松江センタービル５F

Ｔ Ｅ Ｌ 0852－33－7710

Ｆ Ａ Ｘ 0852－33－7710

ｅ －ｍａｉｌ shimane-ess@fukushi-shimane.or.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://matsue-saposute.com/������
事 業 内 容 若者の就労に関する総合相談､ 定着・ステップアップ支援各種プログラム実施､ 保護

者交流会OB会

対 象 者 15歳～39歳

利 用 者 状 況 相談件数1,786件 進路決定者82人 (平成26年度)

スタッフ構成 相談員５名､ 臨床心理士・キャリアカウンセラー (非常勤)

利 用 料 無料 (プログラムの実施に係る食材費等の実費負担あり)

利 用 手 続 き 電話､ メール､ 来所等により受け付けます｡�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 家族､ その他支援者からの相談に応じています｡ 年齢不問｡

カウンセリング ○ 事前に面談の上､ 心理相談､ キャリアカウンセリングを受けることができます｡

訪 問 －

居 場 所 提 供 －

共 同 生 活 －

グループ活動 －

作 業 ○ プログラムの中で実施します｡

電 話 相 談 －

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて本人の同意の上､ 就労機関等を紹介することがあります｡

職業体験・職場訪問 ○ 本人の希望等を考慮して実施します｡

メールでの相談 －

イベント開催 ○ プログラムの中で実施したり､ 講演会を開催します｡

そ の 他 －
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団 体 紹 介 厚生労働省､ 島根県からの委託を受けて､ 働くことに不安や悩みを抱える若者の就労

を支援しています｡

住 所 〒697-0022 浜田市浅井町1580 第二龍河ビル４F

Ｔ Ｅ Ｌ 0855－22－6830

Ｆ Ａ Ｘ 0855－22－6830

ｅ －ｍａｉｌ shimane-wss@fukushi-shimane.or.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.hamada-saposute.com/������
事 業 内 容 若者の就労に関する総合相談､ 定着・ステップアップ支援､ 各種プログラム実施､ 保

護者交流会､ OB会

対 象 者 15歳～39歳

利 用 者 状 況 相談件数1,654件､ 進路決定者105名 (平成26年度)

スタッフ構成 相談員４名､ 臨床心理士 (非常勤) １名､ キャリアカウンセラー (常勤) １名

利 用 料 無料 (プログラムの実施に係る食材費等の実費負担あり)

利 用 手 続 き 電話､ メール､ 来所等により受け付けます｡�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 家族､ その他支援者からの相談に応じています｡ 年齢不問｡

カウンセリング ○ 事前に面談の上､ 心理相談､ キャリアカウンセリングを受けることができます｡

訪 問 －

居 場 所 提 供 －

共 同 生 活 －

グループ活動 －

作 業 ○ プログラムの中で実施します｡

電 話 相 談 －

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて本人の同意の上､ 就労機関等を紹介することがあります｡

職業体験・職場訪問 ○ 本人の希望等を考慮して実施します｡

メールでの相談 －

イベント開催 ○ プログラムの中で実施したり､ 講演会を開催します｡

そ の 他 －
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団 体 紹 介

ウィッシュは発達障がいのあるご本人やご家族が地域で充実した暮らしができるよう､ お手伝
いさせていただく機関です｡ 発達障がいに関するご相談､ 支援機関への情報提供やアドバイス
など､ さまざなまお手伝いをいたします｡ 県民の方々に発達障がいについて正しく理解してい
ただく活動を行っています｡

住 所 出雲市神西沖町2534-2さざなみ学園内

Ｔ Ｅ Ｌ 050－3387－8699

Ｆ Ａ Ｘ 050－3730－9745

ｅ －ｍａｉｌ wish@sazanami-g.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://sazanami-g.jp/wish/index.html������
事 業 内 容 相談・発達支援､ 就労支援､ 機関サポート､ 普及啓発活動及び研修開催

対 象 者 島根県東部地域 (安来市・松江市・雲南市・奥出雲町・飯南町・出雲市・隠岐郡) に
在住の方､ 発達障がいに関わる支援者の方々および関係機関の方

利 用 者 状 況 相談・発達支援1,018件､ 就労支援262件､ 研修開催12回､ 講師派遣40回 (H26年度)

スタッフ構成 相談支援スタッフ､ 発達支援スタッフ､ 就労支援スタッフ､ 心理スタッフ 計６名

利 用 料 無料

利 用 手 続 き 予約制 電話での予約�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 要予約｡ ご本人､ ご家族､ 支援者､ 関係機関からの相談に応じています｡

カウンセリング －

訪 問 ○ 関係機関への訪問､ 巡回を実施しています｡ (機関サポート)

居 場 所 提 供 －

共 同 生 活 －

グループ活動 ○ 前期､ 後期とわけて小集団のグループ活動を実施 (小学生､ 中学生､ 高校生､ 成人)

作 業 －

電 話 相 談 ○ 050－3387－8699 月～金 9：00～12：00/13：00～17：00

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて各関係機関等をご紹介いたします｡

職業体験・職場訪問 －

メールでの相談 ○ wish@sazanami-g.jp

イ ベント開催 －

そ の 他 ○
・定期的に医師無料相談会を開催しています｡
・隠岐圏域については定期的に巡回しております｡ (年８回)
・普及啓発のための研修､ 支援者の方々向けの専門研修､ 研修会講師としてセンタース
タッフを派遣する事業も実施しています｡
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団 体 紹 介

発達障がいのある方やご家族が安心して地域で暮らすことができるよう､ 関係施設及
び関係機関等と連携しながら､ ｢相談支援｣､ ｢発達支援｣､ ｢就労支援｣､ 及び ｢啓発研
修と研修｣ を行います｡

住 所 浜田市上府町イ2589

Ｔ Ｅ Ｌ 0855－28－0208

Ｆ Ａ Ｘ 0855－28－0217

ｅ －ｍａｉｌ Wind1841@rhythm.ocn.ne.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://iwami-wind.org/������
事 業 内 容 ｢相談支援｣､ ｢発達支援｣､ ｢就労支援｣､ ｢啓発研修と研修｣ 等

対 象 者 発達障がいのある方とそのご家族､ また支援者や関係機関等が対象となります｡

利 用 者 状 況 平成26年度相談支援件数1,647件､ 就労支援件数504件

スタッフ構成 相談支援員､ 発達支援員､ 就労支援員等の６名のスタッフが対応します｡

利 用 料 利用料は無料です｡ (グループ活動での実費分を負担いただく場合があります｡)

利 用 手 続 き 来所､ 訪問､ 電話､ mail等｡ 相談に関しては事前の予約が必要となります｡�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 家族､ 関係支援機関等などからの相談に応じています｡

カウンセリング －

訪 問 ○ 保育所､ 学校､ 施設､ 企業等への訪問を行っています｡

居 場 所 提 供 －

共 同 生 活 －

グループ活動 ○ 青年期・成人期集団グループ活動 ｢スマイルクラブ｣ を開催しています｡

作 業 －

電 話 相 談 ○

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 状況・必要に応じて他機関との調整､ 連携や紹介をさせていただきます｡

職業体験・職場訪問 ○ 就労支援機関等との職場訪問等を実施しています｡

メールでの相談 ○

イベント開催 ○ 発達障がいの特性に関する基礎講座等の開催を行っています｡

そ の 他 －
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団 体 紹 介 学校教育や家庭教育に関するさまざまな不安や悩み､ 心配なこと (学習・生活・発達・

対人関係等) について､ 来所して相談をすることができます｡

住 所 松江市内中原町255－1

Ｔ Ｅ Ｌ 0852－22－5876 (相談受付専用ダイヤル)

Ｆ Ａ Ｘ 0852－22－6761

ｅ －ｍａｉｌ

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/kikan/matsue_ec/kyouiku_soudan/������
事 業 内 容 来所相談 (火～金：9：00～17：00)

対 象 者 幼児から高校生まで､ およびその保護者等

利 用 者 状 況 来所相談 (週１回から) 児童生徒本人､ 保護者延べ 246件 (H26)

ス タッフ構成 教育相談スタッフ員

利 用 料 無料

利 用 手 続 き 要予約 (電話)�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 保護者､ 関係教育機関からの相談に応じています｡

カウンセリング －

訪 問 －

居 場 所 提 供 －

共 同 生 活 －

グループ活動 －

作 業 －

電 話 相 談 －

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 －

職業体験・職場訪問 －

メールでの相談 －

イベント開催 －

そ の 他 －
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団 体 紹 介 島根県教育センターの分室 (医療と連携した教育相談を行う)・不登校や発達がい・医

療が必要と考えられる子どもに関する相談・紹介 幼児から高校生まで

住 所 〒693-0032 出雲市下古志町1574－4 出雲市立河南中学校 若松分校 内

Ｔ Ｅ Ｌ 相談電話 0800－200－1556 (原則 月～木 10：00～16：30)

Ｆ Ａ Ｘ 0853－31－5561

ｅ －ｍａｉｌ

Ｕ Ｒ Ｌ������
事 業 内 容 電話相談・来所相談 (水曜日と木曜日 予約制)

対 象 者 本人､ 保護者､ 関係教育機関 (幼児から高校生まで)

利 用 者 状 況 (H26年度) 電話相談 (延べ) 47､ 来所相談 (延べ) 247

ス タッフ構成 (水) 心理士１名､ (木) 心理士１名､ その他 教育相談員１名

利 用 料 無料

利 用 手 続 き 来所相談については要予約�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 保護者､ 関係教育機関

カウンセリング ○ 面接相談の結果､ 必要に応じ定期的なカウンセリングを実施

訪 問 －

居 場 所 提 供 －

共 同 生 活 －

グループ活動 －

作 業 －

電 話 相 談 ○ 0800－200－1556 (原則 月～木 10：00～16：30)

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて医療機関､ 他の相談機関等に紹介

職業体験・職場訪問 －

メールでの相談 －

イベント開催 －

そ の 他 －
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団 体 紹 介 カウンセリング､ プレイセラピー､ 箱庭療法､ 心理検査など､ 臨床心理等の専門的な

手法によって相談を行います｡

住 所 〒690-0823 松江市西川津町1060 島根大学教育学部内

Ｔ Ｅ Ｌ 0852－32－1100
(受付専用｡ 平日10：00～16：00｡ なお大学休暇中は受付できない場合があります)

Ｆ Ａ Ｘ

ｅ－ｍａｉｌ

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.edu.shimane-u.ac.jp/gakubu_kokoro/kyoiku_kokoro/������
事 業 内 容 来所相談､ 心理検査

対 象 者 ひきこもり当事者 (年齢不問)､ 家族又は親族､ 支援者

利 用 者 状 況 来所相談のべ約5,000件 (H26年度) ※ひきこもり相談に限らず

スタッフ構成 臨床心理士有資格者10名､ および臨床心理コース専攻の大学院生

利 用 料 有料｡ (18才未満：初回1,500円､ 継続1,000円｡ 18才以上：初回3,000円､ 継続2,000円)

利 用 手 続 き 電話にて相談をお申し込みください｡ 担当より折り返しご連絡いたします｡�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 家族､ 親族､ 支援者からの相談に応じています｡ 年齢不問｡

カウンセリング ○ 本人､ 家族､ 親族､ 支援者に継続して､ 定期的なカウンセリングを行います｡

訪 問 －

居 場 所 提 供 －

共 同 生 活 －

グループ活動 －

作 業 －

電 話 相 談 －

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて､ 医療機関・他の相談機関等に紹介することがあります｡

職業体験・職場訪問 －

メールでの相談 －

イベント開催 －

そ の 他 －
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団 体 紹 介 ご自身の子供さんが不登校・ひきこもりの当事者であった２名のサポーターにお願い

し､ 相談場所&居場所をH27年５月25日から毎週月曜日３時間開催しています｡

住 所 飯石郡飯南町野萓1826-2

Ｔ Ｅ Ｌ 0854－76－2170

Ｆ Ａ Ｘ 0854－76－2086

ｅ －ｍａｉｌ y-shakyo@iinan-net.jp

Ｕ Ｒ Ｌ������
事 業 内 容 電話相談､ 来所相談､ 当事者の活動・外出支援｡ H28年度～家庭訪問にもとりくみます｡

対 象 者 ひきこもり当事者 (年齢不問)､ 家族又は親族､ 支援者

利 用 者 状 況 来所相談 (H27.5.25～) 延べ43名＋保健師２名

スタッフ構成 ひきこもり相談には当事者２名が対応

利 用 料 無料

利 用 手 続 き 事前の電話予約､ または時間内の来所�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○

カウンセリング △ 状況によっては (保護者の方へ) ご提案します

訪 問 ○ H28年４月から実施予定

居 場 所 提 供 ○ 当事者の方も過ごしやすいお部屋を作っています

共 同 生 活 －

グループ活動 －

作 業 ○ 本人の主体的な希望があった時に実施

電 話 相 談 ○ 毎週月曜日 14：00～17：00 0854－76－3800

外 出 付 添 い △ 作業と同様｡ 今後希望あれば実施予定

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて

職業体験・職場訪問 △ 今後希望あれば実施予定

メールでの相談 －

イベント開催 －

そ の 他 －
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団 体 紹 介

青少年に対して､ 安心してすごせる居場所とオルタナティブな学びの場を提供し､ 青
少年の起業や文化の発信を支援する事業を行い､ もって青少年が自信と希望をもてる
地域社会づくりに寄与することを目的に､ 平成16年３月３日に設立｡

住 所 〒690-0061 松江市白潟本町70番地

Ｔ Ｅ Ｌ 0852－25－9592

Ｆ Ａ Ｘ 0852－25－9592

ｅ －ｍａｉｌ info@ycs.or.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.ycs.or.jp/������
事 業 内 容 居場所､ 相談・親の会､ 各種工房・体験活動､ 仕事体験・中間就労､ 学習会､ 交流会

対 象 者 困難を抱える10代後半から30代の子ども・若者 (シングルの母子を含む)

利 用 者 状 況 (平成26年度実績) 居場所利用延1,715名､ 親の会参加延43名､ 個人相談延676件､ 工房利用
延182名､ 仕事体験・中間就労 延101名・計590.5時間､ 学習会計30名､ 交流会延443名参加

スタッフ構成 常勤相談員１名､ 非常勤相談員３名､ アルバイトサポートスタッフ６名

利 用 料 工房利用料 1000円/年

利 用 手 続 き 利用者登録�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 個人相談 随時 (月～金13時～17時)､ 親の会 毎月第４日曜日 (14時～17時)

カウンセリング ○ ピアカウンセリング
親の会 毎月第４日曜日 (14時～17時)､ 当事者会月１回程度

訪 問 ○ 随時 (当事者と保護者からの依頼があった時)

居 場 所 提 供 ○ 土日祭日を除く毎日 (11時～18時)

共 同 生 活 －

グループ活動
○ 各種工房・体験活動--週１回1.5時間程度

(芸術表現ものつくり､ スポーツ､ 自然体験､ IT教室､ 学習教室)作 業

電 話 相 談 ○ 随時 (月～金13時～17時)

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 随時 (月～金13時～17時)

職業体験・職場訪問 ○ 仕事体験・中間就労 (農と食とアートによる仕事づくり､ キッチン惣事業)
― 農業・こだわり市､ お惣菜の製造販売､ 雑貨の販売等 外部企業への橋渡し

メールでの相談 ○ 随時 (月～金13時～17時)

イ ベント開催 ○ 天神祭､ フリーマーケットなど

そ の 他 ○ 講演会・学習会・生きづらさからの当事者研究会等 年２回程度
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団 体 紹 介

不登校やひきこもり､ 若者無業者等の何らかの悩みを抱える若者に対して､ 復学や進
学､ 就労､ 自立のための支援に関する事業を行い､ すべての若者がそれぞれの能力と
発達に応じて社会に参加し､ 健全に成長し自立できるような社会の実現に寄与します｡

住 所 松江市東津田町1713-1

Ｔ Ｅ Ｌ 0852－26－1802

Ｆ Ａ Ｘ 0852－26－1802

ｅ －ｍａｉｌ y-shimane@wine.ocn.ne.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://youthnet-shimane.com������
事 業 内 容 ＳＮＳ相談､ 電話相談､ 来所相談､ 訪問相談､ 保護者支援､ 居場所支援

対 象 者 不登校､ ひきこもり､ ニート当事者(45歳まで)､ 家族又は親族

利 用 者 状 況 SNS相談50件､ 電話相談15件､ 来所相談10件､ 訪問件数７件､ 居場所支援70名
(Ｈ26年度 (平均/月))

ス タッフ構成 常勤スタッフ１名､ 非常勤スタッフ３名

利 用 料 個別な支援 (訪問支援等) １時間6,000円 (交通費80円/１㎞) 居場所支援は無料

利 用 手 続 き 来所相談､ 訪問相談は要予約｡�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 家族､ 親族､ 関係者からの相談に応じています｡

カウンセリング －

訪 問 ○ 必要に応じ状況を把握したうえ自宅もしくは安心した環境へ訪問します｡

居 場 所 提 供 ○ 週に３日程度､ プログラムを実施しています｡

共 同 生 活 －

グループ活動 ○ 月に数日､ 社会貢献活動を実施しています｡

作 業 －

電 話 相 談 ○ 月～金 10：00～19：00 (緊急の場合時間外対応)

外 出 付 添 い ○ 関係機関との連携､ 同行､ 外出支援を実施しています｡

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて医療機関､ 他の相談機関等に紹介することがあります｡

職業体験・職場訪問 －

メールでの相談 ○ メールやSNS相談に対応しています｡

イベント開催 ○ いじめ・不登校・ひきこもりに関する当事者のシンポジウムやフォーラムを開催｡

そ の 他 －
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団 体 紹 介

主に学校に行かない､ 行きづらい子が集まっていますが､ 学校に行っている子どもも来てい
ます｡ 最近は若者も集まっています｡ それぞれやりたいことをして過ごします｡ 楽器をひい
たり､ スポーツに出掛けたり､ 料理をしたり､ 行事も様々です｡ 安心して居られる場です｡

住 所 〒690-0878 松江市砂子町209-3

Ｔ Ｅ Ｌ 0852-28-2827 (不在時は留守番電話に)

Ｆ Ａ Ｘ 同上

ｅ－ｍａｉｌ ago123@freedas.org

Ｕ Ｒ Ｌ������
事 業 内 容 貧困・不登校・ひきこもり・ニートなどの支援､ 相談

対 象 者 不問 (５､ ６歳～若者)

利 用 者 状 況 ８～25歳｡ 居場所事業 (年間100日くらい)｡ 親の相談事業 (毎月１回)｡ 電話相談 (随時)｡

ス タッフ構成 代表１名､ 相談員１名､ スタッフ５名｡

利 用 料 無料

利 用 手 続 き 設置者､ 又は代表者に問い合わせる｡�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人・家族・親族・支援者・各地親の会からの相談に応じています｡ 年齢不問｡

カウンセリング ○ 必要に応じ相談をくり返し､ 結果､ カウンセリングとなることもある｡

訪 問 ―

居 場 所 提 供 ○ 火・木・金 週３日を基本に､ 要望に応じ他の日も開所｡ 食事提供もする｡ 行事・
屋外活動・スポーツも取り入れている｡

共 同 生 活 ＿

グループ活動 ―

作 業 ―

電 話 相 談 ○ 代表１名､ スタッフ１名が随時受けています｡

外 出 付 添 い ＿

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じ､ 他の機関・法人・団体を紹介することもあります｡

職業体験・職場訪問 ○ 希望があれば､ 支援法人・団体を紹介し､ 体験を試みています｡

メールでの相談 ○ 少数ですが､ 受けました｡ しかし基本的にはお会いして話すようにしています｡

イベント開催 ○ 研修会､ 講演会を開催し､ 広く市民に参加を呼び掛けています｡ 毎月通信を発
行し､ イベント広報しています｡

そ の 他 ○ 家族ぐるみの行事の開催など｡
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団 体 紹 介 不登校や引きこもり､ 貧困など困難を抱える子ども・若ものに､ 仕事を提供する｡

住 所 出雲市塩冶町2076

Ｔ Ｅ Ｌ 090－5262－8058

Ｆ Ａ Ｘ 0853－22－7302

ｅ －ｍａｉｌ kuratuka@smn.enjoy.ne.jp

Ｕ Ｒ Ｌ������
事 業 内 容 中間就労の場の提供

対 象 者 困難を抱える子ども・若もの (10代後半から30代)

利 用 者 状 況 面接相談２～３件､ 作業利用10数件 (H26年度)

スタッフ構成 １～２名

利 用 料 無料

利 用 手 続 き 特になし�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人の希望があるとき

カウンセリング －

訪 問 －

居 場 所 提 供 －

共 同 生 活 －

グループ活動 －

作 業 ○ 事務作業､ 配送作業 (時間給680円～)

電 話 相 談 －

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 －

職業体験・職場訪問 －

メールでの相談 －

イベント開催 －

そ の 他 －
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団 体 紹 介 家に閉じこもりがちな人､ 人との関わりを苦手と感じている人などが､ 自由に来て自

由に過ごす場所を開設しています｡

住 所 出雲市今市町1213

Ｔ Ｅ Ｌ 0853－25－2189

Ｆ Ａ Ｘ 0853－25－2189

ｅ －ｍａｉｌ kenkou@local.city.izumo.shimane.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://purarinet.jugem.jp/������
事 業 内 容 思春期の居場所支援

対 象 者 ひきこもり等の当事者 (20代まで) で､ 利用ルールを守れる人

利 用 者 状 況 延771人､ 一日平均利用者数､ 3.3人 (Ｈ26年度)

スタッフ構成 自分づくりの会会員 (専門職スタッフ配置なし)

利 用 料 無料 (調理実習などについては実費徴収あり)

利 用 手 続 き 利用申込書提出 (保護者の記載が望ましい)�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 －

カウンセリング －

訪 問 －

居 場 所 提 供 ○ 9：15～16：45 開設

共 同 生 活 －

グループ活動 －

作 業 －

電 話 相 談 －

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○

職業体験・職場訪問 －

メールでの相談 －

イベント開催 －

そ の 他 －
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団 体 紹 介

｢大田市県域に青少年の居場所となる相談先､ 支援先ができたら良いな｡ 年齢で支援
が途切れないで欲しいな｡｣ という長年の思いから､ 2010年７月よりスタートした青少
年の居場所です｡

住 所 大田市大田町大田イ376－1

Ｔ Ｅ Ｌ 0854－83－7373

Ｆ Ａ Ｘ 0854－84－0262

ｅ －ｍａｉｌ yukimi-ru@hotmail.co.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.iwami.or.jp/ohgreen/������
事 業 内 容 困難を抱える子ども若者の相談支援と居場所の提供

対 象 者 15才～39才の青少年､ その家族

利 用 者 状 況 正規会員17名､ モニター会員18名､ その他相談受付実績あり

スタッフ構成 室長１名､ 常勤相談員１名､ 非常勤相談員２名､ 国際ボランティアスタッフ１～２名

利 用 料 正規会員 (3,000円/月) モニター会員 (100円/１回) ただし週３回､ １回３時間まで

利 用 手 続 き 受付→面接→モニター登録・利用→正規会員登録�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 ○ 本人､ 家族､ 支援者からの相談｡ 要予約

カウンセリング ○ 月２回､ 臨床発達心理士によるカウンセリング実施

訪 問 －

居 場 所 提 供 ○ 月～金､ 10：00～17：45 居場所 (マンガ､ iPad等あり) 提供

共 同 生 活 －

グループ活動 ○ スポーツやゲーム､ 野外活動など随時あり

作 業 ○ 郵便物発送作業のお手伝い､ 生協地域ステーションの当番

電 話 相 談 ○ 0854－83－7373 月～金 9：00～18：00

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて､ 他の相談支援機関等に紹介することがあります｡

職業体験・職場訪問 ○ 併設する介護施設､ 保育所での体験ができます｡

メールでの相談 －

イベント開催 ○ 保護者や支援者向けの研修会 等を実施

そ の 他 ○ 正規会員はNPOが行うイベントや野外活動への参加ができます｡
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団 体 紹 介 学生､ 若年求職者 (概ね45歳未満の方) への就職支援､ キャリア支援を行う窓口

住 所 松江：松江市朝日町478－18 松江テルサ３F
浜田：浜田市相生町1391－8 シティパルク浜田２F (いわみぷらっと内)

Ｔ Ｅ Ｌ 松江センター：フリーダイヤル0120－67－4510 (0852－28－0691)
浜田ブランチ：フリーダイヤル0120－45－4970 (0855－25－1600)

Ｆ Ａ Ｘ 松江センター：0852-28-0692
浜田ブランチ：0855-25-1630

ｅ －ｍａｉｌ newjobcafe@teiju.or.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.gogo-jobcafe-shimane.jp������
事 業 内 容 キャリアアドバイザーによるキャリア相談､ 就職応援ミニセミナー､ PCによる適職診断､

書類作成､ 図書の閲覧・貸出､ インターンシップ実施､ 就職フェア等各種イベント実施ほか

対 象 者 概ね45歳未満の働くことに不安や悩みを持つ学生や若年者

利 用 者 状 況 年間利用者約６千人､ 相談実績約３千人 (H26年度)

スタッフ構成 キャリア相談については､ 松江アドバイザー６名､ 浜田アドバイザー２名で対応

利 用 料 無料で利用が出来ますが登録が必要です｡

利 用 手 続 き キャリア相談､ ミニセミナー参加等については要予約｡�������
サービス名 内 容

面 接 相 談 －

カウンセリング ○ 本人が基本｡ (場合によっては家族)

訪 問 －

居 場 所 提 供 －

共 同 生 活 －

グループ活動 ○ 週１回のミニセミナー (自己分析､ 書類作成､ 面接練習など)

作 業 －

電 話 相 談 －

外 出 付 添 い －

他機関への紹介 ○ 相談内容に応じて他機関へ紹介することがあります｡

職業体験・職場訪問 ○ 短期の就労体験など

メールでの相談 －

イベント開催 ○ 合同就職面接会､ 合同企業説明会､ 小規模面接会ほか

そ の 他 －
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団 体 紹 介

｢障害者の雇用の促進等に関する法律｣ に基づいて､ 独立行政法人高齢・障害・求職
者雇用支援機構が設置・運営する施設です｡ ハローワークなどの関係機関と連携のも
と､ 就職を希望される障害のある方々等に対して各種支援を行っています｡

住 所 松江市春日町532番地

Ｔ Ｅ Ｌ 0852－21－0900

Ｆ Ａ Ｘ 0852－21－1909

ｅ －ｍａｉｌ shimane-ctr@jeed.or.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/shimane/������
事 業 内 容 職業相談・職業評価､ 職業準備支援､ ジョブコーチ支援など

対 象 者 就職を希望される障害のある方等

利 用 者 状 況 年間利用者数約400名 (平成26年度)

スタッフ構成 職業相談・職業評価には障害者職業カウンセラーが対応

利 用 料 無料

利 用 手 続 き 来所相談等などについては要予約｡�������
サービス名 内 容

面 接 相 談

カウンセリング

訪 問

居 場 所 提 供

共 同 生 活

グループ活動

作 業

電 話 相 談

外 出 付 添 い

他機関への紹介

職業体験・職場訪問

メールでの相談

イベント開催

そ の 他
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島根県では､ 発達障がい児・者の支援の拠点となる専門的機関として､ 県内２箇所に発達

障害者支援センターを設置し､ 本人やその家族への支援､ 関係機関等に対する普及啓発及び
研修を実施しています｡
市町村や学校､ 保育所､ 福祉施設､ 医療機関など身近な機関と連携し､ 本人や家族が地域

の中で安心して暮らせるよう支援しています｡

●島根県東部発達障害者支援センター ウィッシュ (詳細はＰ64)
●島根県西部発達障害者支援センター ウィンド (詳細はＰ65)�����������
○日常生活に関わる様々なご相談
・ご本人やご家族からの日常生活に関する様々なご相談に応じます｡
・また､ 必要に応じて､ 福祉制度やその利用方法､ 関係機関への紹介も行います｡
・生活状況の調査､ 発達検査等のアセスメントを行い､ 個々の特性の理解､ また特性に応じ
た支援や環境設定について助言を行います｡
○就労に関するご相談
・就労に関するご相談に応じるとともに､ ハローワークなどの就労支援機関と連携して情報
提供を行います｡
・また必要に応じて､ センターのスタッフが学校や就労先を訪問し､ 障がい特性や就業適性
に関する助言や､ 作業工程や環境の調整などを行います｡
○医療相談
・協力医師による医療相談を定期的に開催しています (予約制)｡���������
○普及啓発活動
・発達障がいについて､ 障がいの正しい理解や支援の方法を広めるために､ 一般向けの研修
会や講演会を開催しています｡
○支援者の研修
・発達障がいに関わる支援者の資質や専門性の向上を図るため､ アセスメントや相談に関す
る専門的な研修を実施しています｡
○この他､ 発達障がいに関する研修会にセンターのスタッフを講師として派遣する､ 市町村､
医療､ 保健､ 福祉､ 教育､ 労働などの関係機関と支援のネットワークづくりを進めるなど
の取組をしています｡
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